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大津市指定
家庭用ごみ袋
市指定番号　第１０００号

●このごみ袋は、低密度ポリエチレン使用により、
焼却してもダイオキシンを発生させません。

ごみ出しのマナー
集積所に出すときの

ゴールデンウィークなど、祝日も収集しています。（年末年始を除く）

時間を守りましょう

指定袋に入れましょう

ごみの分け方・出し方が分からない時は…

分別をしましょう

決められた集積所に出しましょう

　ごみは、収集日当日の朝、

午前5時〜午前8時30分までに
ごみ集積所に出しましょう。
●ごみを前夜から出すと、集積所周辺の方の迷

惑になります。
●収集量の多いと

きや、交通渋滞
などで収集時間
が遅れるときが
ありますので、ご
了承ください。

●ごみは、必ず大津市指定家庭用ごみ袋に入
れて出してください。指定袋以外で出された
ものは収集しません。（紙ごみ以外）

●1回に出す量は45リットルサイズの袋で2袋
までを目安にしてください。

●袋の口はしっかりくくって、片手で持てる程度
の大きさ・重さ（5kg未満）
にしてください。

※指 定 袋は、市内のスー
パーやホームセンター、
コンビニエンスストア、日
用品雑貨店などで販売さ
れています。

ごみコールセンター ☎077-528-2761
受付時間：平日／午前8時40分〜午後5時25分（土・日・祝日・年末年始除く）

までお問い合わせください。

　適正な分別や排出マナーの向上を図るため、
ごみ集積所に出されたルール違反のごみ袋に

「ルール違反です！」というシールを貼って、取
り残しています。必ず持ち帰ってください。ごみ
の分別と、適正な排出にご協力をお願いいたし
ます。

●ごみ集積所の管理は、地域のみなさんで行っ
ていただいています。必ずお住まいの地域で
決められた集積所に出しましょう。清掃など
はみなさんで協力して行いましょう。

●集積所の場所がわからない場合は、ご近所
の方や管理会社などにおたずねください。

※�事業所から出るごみの分別が分からない場合は、「大津市事業系ごみ減量・適正処理ガイドブック」を確認される
か、廃棄物減量推進課（077-528-2802）まで、お問い合わせください。
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